
令和 6 年度豊かな海づくり実践活動推進事業実施要領 
公益社団法人全国豊かな海づくり推進協会 

 
１．趣旨 
 本事業は水産動植物の増殖及び養殖の推進、水産動植物の育成環境の保全、資源の適切な
管理及び海業の振興等に関する活動を推進する漁業者が中心となって構成する組織又は団体
に対して必要な経費の一部を助成し、その結果を報告書として取りまとめ、当協会ホームペ
ージで公開することにより、これらの活動を全国各地へ普及、定着を促進させることに寄与
するものである。 
 
２．助成対象となる活動、対象団体等 
（１）豊かな海づくり実践活動（従前から継続実施されてきたもの） 
１）対象活動 
① 水産動植物の増殖及び養殖の推進、水産動植物の育成環境の保全、資源の適切な管

理、海業の振興等に関する活動とする。 
② 対象活動は都道府県からの推薦を必要とする。 
③ 原則として４月１日から翌年２月末日に実施される活動とする。 
④ 過去の活動に対する実績は問わない。 

 ２）対象団体 
① 漁業者が中心となって構成する豊かな海づくりを実践する組織又は団体であって

実践活動の実施にあたり、都道府県水産主務課、水産試験場，栽培漁業センター及
び水産業改良普及所等からの指導協力が得られること。 

② 水産・海洋系高等学校の生徒が中心となって構成する豊かな海づくりを実践する組
織又は団体であって、担当する教員等の指導・協力が得られること。 

 ３）採択 
① 対象団体は、提出された申請書の内容を審査し選定する。 
② 活動経費が当協会助成費のみでの事業は原則として対象外とする。 
③ 助成対象は実践活動によって「かかり増した経費」とし、実践活動団体の構成員等

に対する人件費、用船料等の支払いは対象外とする。 
④ １活動に対する助成額の上限は下表のとおりとするが、当協会の判断により減額す

る場合がある。 
    表．１活動に対する助成額の上限 

活動の種類 助成額の上限 
２）①の活動のうち新規課題 ４０万円 
２）①の活動のうち継続課題 ４５万円 
２）②の活動 ２０万円 

 



⑤ 同一団体の同類活動への継続年数制限は最長３年間とするが、このことは３年間の
継続を担保するわけではない。 

⑥ 申請件数が多い場合は、新規あるいは助成継続年数の短いものを優先する場合があ
る。 

⑦ 同一都道府県からの推薦活動数は１活動とし、（２）２）との重複申請は原則とし
て認めない。但し、（１）２）②の活動にあっては、その限りではない。 

⑧ 助成金の請求は、２月末日までとするが、必要があれば支出後、何時でも可とする。
なお、２月末日前に請求した場合、その後目的が達成できなく報告書の作成まで至
らない場合は、助成金の返金を求める場合がある。 

   
（２）藻場再生・ブルーカーボン推進実践活動（新規） 
 １）対象活動 

 藻場再生・ブルーカーボンの推進に資する、①藻場再生着手・活動組織の立ち上げ
支援、②地域で普及していない新技術・手法の試験導入・実証、③食害生物の食用化
等有効活用（食べる磯焼け対策）等とする。 
 なお、本事業は令和６～８年度の 3 カ年に限って実施されるものである。 

 ２）対象団体 
 漁業者が中心となって構成する組織又は団体であって、実践活動の実施にあたり、
都道府県水産主務課、水産試験場，栽培漁業センター及び水産業改良普及所等からの
指導協力が得られること。 

 ３）採択 
① 対象団体は、提出された申請書の内容を審査し選定する。 
② 活動経費が当協会助成費のみでの事業は原則として対象外とする。 
③ 助成対象は実践活動によって「かかり増した経費」とし、実践活動団体の構成員等

に対する人件費、用船料、食害生物買取費用等の支払いは対象外とする。 
④ １活動に対する助成額の上限は 100 万円とする。 
⑤ 同一都道府県からの推薦活動数は１活動とし、（１）２）①との重複申請は原則と

して認めない。 
 
３．活動結果の報告 
予定した活動が終了した場合、結果報告書を速やかに当協会に提出すること。 
提出された結果報告書は取りまとめて、当協会ホームページで公開することとしており，

別添活動結果報告書執筆要領に従い作成すること。 
 
４．事業実施における対象団体および指導機関の留意事項 
１）活動の実施にあたっては、都道府県の水産関係機関又は、担当教員等から適切な指導を

受けること。 



２）活動の経過については、当協会の要請があった場合、すみやかにその現況を報告するこ
と。 

３）当初の計画について大きく変更する場合には、事前に当協会に連絡すること。 
４）当協会が開催する講習会や会員が開催する研修会等への出席依頼があった場合、その活

動等について事業対象団体及び関係機関より担当者を派遣し報告すること。 
５）特に栽培漁業・資源管理・漁場保全に関係する活動については、この実践活動による成

果、又は、この実践活動を発端としての活動の展開等により、豊かな海づくりの推進に
功績があったと当該都道府県が判断した場合は、該当都道府県より全国豊かな海づくり
大会功績団体表彰への推薦に努める。 

 
５．その他 
１）令和６年度事業への応募状況及び予算の執行見込みを踏まえ、追加公募を実施する場合

がある。 
２）この事業を推進するために必要であり、この実施要領に定めのない事項については  

当協会がその都度決定する。 
 



 

1 

 

活動結果報告書 執筆要領 

 

１．提出するもの（※提出された報告書等は返却しません。） 

(1) 報告書 

・ 下記の２．執筆要領により作成し、ダイレクト印刷原稿として完成された報告書のデジタ

ルデータ（wordもしくは一太郎ファイル）を提出願います。 

・ 本文、写真は必須とし、図、表等は必要に応じて添付してください。なお、写真につきま

しては、漁業者など活動を主体的に取り組む方々の作業風景を必ず一枚掲載願います。 

・ 図、表、写真の挿入位置は本文中、本文末どちらでも結構ですが、原稿の中に貼り込みを

して提出願います。 

 (2) 白地図  

 

２．執筆要領 

(1) 報告書 

①本 文 

・ 本文の構成は【別添１】本文の構成にしたがい、Ａ４用紙４～５枚程度とします。 

・ 文体は、口語体、である調で統一願います。 

・ 見出しの番号は １→（１）→ア→（ア）→ａ→（ａ）として下さい。 

・ 作字した場合は、作字部分がわかるよう別途連絡願います。 

②写 真 

・ 活動状況がわかるようカラー写真を添付してください。 

・ ダイレクト印刷をするため、大きさは調整したものを提出してください。 

③図、表 

・ 図、表は、必要に応じて添付してください。 

・ ダイレクト印刷を基本とするため、清書し、大きさも調整したものを添付してください。 

 (2) 白地図 

・ 【別添２】の白地図に実践活動を実施した漁協等の所在地を●で明記してください。 

 

  

 

  

３．報告書の提出期限 

２月末日までといたします。 

 

４．問い合わせ及び提出先 

各都道府県水産主務課を通じて全国豊かな海づくり推進協会までお願いします。  
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【別添１】本文の構成 

・以下（１）、（２）のとおりです。 

・（１）、（２）共通で 余白は上３５ｍｍ、下、左、右それぞれ３０ｍｍ 

 

(1)次年度継続予定課題の場合 

 

活 動 名（１４ポイント・センターリング） 

１ 実施団体（以下１０ポイント ＭＳゴシック体） 

実施団体名、住所、代表者名、実施年数（実施団体 ＭＳ明朝体） 

※実施年数は「1年目」または「2年目」を記述してください。 

２ 地域及び漁業の概要 

地域全体の概要（水産業以外の産業も含める）、その中での水産業、漁業の概要など 

３ 活動選定の動機と目的 

実施団体のこれまでの活動状況、本活動に取り組むことになった経緯・動機、本活動の

目的など 

４ 活動の実施項目及び方法 

５ 活動の実施結果 

活動の実施結果を記述してください。 

６ 次年度に向けた課題とその解決策 

実施した活動を通じ、当該事業を継続する上での課題点やその解決方法等について記述

してください。 

 

 

 

 (2)最終年度課題の場合 

 

活 動 名（１４ポイント・センターリング） 

１ 実施団体（以下１０ポイント ＭＳゴシック体） 

実施団体名、住所、代表者名、実施年数（実施団体 ＭＳ明朝体） 

※実施年数は「〇年目（最終年度）」と記述してください。 

２ 地域及び漁業の概要 

地域全体の概要（水産業以外の産業も含める）、その中での水産業、漁業の概要など 

３ 活動選定の動機と目的 

実施団体のこれまでの活動状況、本活動に取り組むことになった経緯・動機、本活動の

目的など 

４ 活動の実施項目及び方法 

事業対象期間に実施した活動の項目と方法を記述してください。 

５ 活動の実施結果と考察 

事業対象期間の活動の実施結果と考察を記述してください。 

６ 今後の展開 

事業により得られた成果の今後の活用予定を記述してください。 
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【別添２】白地図 実践活動を実施した漁協等の所在地 

 

実践団体名                                
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